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本方針の適用範囲
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本方針は、市が徴収する使用料及び手数料を適用範囲とする。
使用料・手数料は、利益を受ける者がその給付に対して負担するものであり、
給付と負担との間に対価関係がある点で非対価性に特質がある租税とは異なる。

・ 使用料…行政財産の目的外使用や公の施設の利用に対して徴収するもの（地方自治法第225条）
・ 手数料…特定の者に提供される事務についてその対価として徴収するもの（同法第227条）

【除外されるもの】
ア 政令等に定めがあるもの
国の政令や東京都の条例等により料金又は料金の基準が定められているものについては、原則として政令等に従うものとする。

イ 本来の施設提供の目的外利用に係るもの
行政財産の目的外利用に関する使用許可（同法第238条の4第7項）に基づく行政財産の使用に伴う施設使用料や、道路占用料、公園占用料等について
は、土地や建物の市場価格を参考に算出するなどして料金を設定する。
ウ 公営企業に関するもの
下水道事業は、公共性と共に経済性を発揮しながら運営する必要があるため、独自の基準によって料金を設定する。

  エ 建築基準法に基づく事務に係る手数料
建築基準法に基づく事務に係る手数料は、広域的な観点での料金設定が求められるため、他自治体と統一的な料金を設定する。

基本方針P3～４
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受益者負担の考え方 –受益者負担の３つの根拠-

02 資源配分の適正化

0101 負担の公平性01
租税負担の減少
自主財源の確保

03

行政サービスの財源は、主に租税ですが、特定の人が利用して利益を受けるサービスについては、地方自治法により、使用
料等の徴収が認められています。その際、「特に利益を受ける者から、その受益の限度において」負担を求めることとされて
おり、受益に見合った適正な料金を定める必要があります。このため方針に基づき料金の適正化を図ります。

受益者負担の原則
特定の人が利益を受けるサービスについては、その費用を利用者に負担してもらうという考え方です。
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受益者負担の３つの根拠

基本方針P４～５

ただし、次に該当する場合は、例外的に受益者負担の導入又は改定を見送ります。 
・ 政策的に配慮すべきもの 
・ 事業廃止となるもの 
・ 原価（理論上の適正対価）と現行料金を比べて乖離が小さいもの 
・ 実績件数の変動が大きいことから原価も大きく変動するもの 
・ 実績が少なく、適正な原価計算が困難なもの 



適正料金を決定する「３つのステップ」

受益者負担の
割合

適正料金の
決定

原価計算の結果を
サービスの内容により定められた
公費負担と受益者負担の割合により
按分し、理論上の適正料金を算出し

ます。

最終的に、近隣自治体や類似施設の
状況等、諸々の条件を考慮して

料金を決定します。

原価計算

使用料・手数料に係る
サービスの原価を統一的な方式

により計算します。
施設別行政コスト計算書で
算出した数値を使用します。

同計算書対象外の施設については、
同計算書の考え方を準用して算出し

ます。
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基本方針P５



適正料金の決定
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基本方針P６03
S T EP

受益者負担の割合を乗じ、理論上の適正価格を算出

原価計算の実施

諸条件の考慮

現行料金との乖離あり

料金改定しない料金の改定

市民生活への影響

近隣自治体との比較

市内の同種（類似）
施設・サービスとの均衡

施設特性

現行料金との乖離なし

原価計算により算出したサービスに係る原価を受
益者負担の割合に当てはめることで理論上の適正料
金を求めることができます。

最終的な料金決定
市民生活への影響、市内の同種（類似）施設・サービ
スとの均衡、近隣自治体との比較、等を考慮するこ
ととします。

施設使用料の適正料金の決定
各施設の設置目的、管理運営についての考え方、
施設・設備の立地条件、規模、老朽度合等を総合的に
勘案し、適正料金を決定します。
施設特性等に応じ、曜日・時間別の料金設定や、市
民以外の利用者の料金設定、営利を目的とした利用
の料金設定等を行うことができることとします。
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原価計算

原価に含まれる主な費用項目（行政コスト） 施設使用料の算出パターン

01
01

特定の利用者が一定の時間、施設の全部又は
一部を占用する場合（貸室など）

１㎡・１時間あたりのコストを計算し、貸出面積と時間をかけて算出します。

01

不特定多数の利用者が一定の時間、施設の全部
又は一部を共用する場合（プールなど）02

施設全体にかかるコストを、年間の利用者数で割って１人あたりの原価を算出します。
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基本方針P7～８01
S T EP

施設使用料



受益者負担の割合

各公共施設が提供するサービスを性質に応じ、「選択性（公共性や日常生活上の必要性の強弱）」と「市場性（民間サービスの有無）」の
２つの基準を組み合わせて９区分に分類し、負担割合を定めます。

当該施設の本来目的以外での利用（目的外利用）や本来の利用対象者以外の者が施設を利用する際の受益者負担の割合については、
原則として、通常の割合より１区分高い割合を採用します。
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基本方針P９02
S T EP

施設使用料

原価計算結果から算出する適正適正料金と条例で定める料金に乖離が生じる場合は、各サービス機能に応じた受益者負担割合の「±10％」を適正範囲とします。



適正料金の決定
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基本方針P６03
S T EP

受益者負担の割合を乗じ、理論上の適正価格を算出

原価計算の実施

諸条件の考慮

現行料金との乖離あり

料金改定しない料金の改定

市民生活への影響

近隣自治体との比較

市内の同種（類似）
施設・サービスとの均衡

施設特性

現行料金との乖離なし

原価計算により算出したサービスに係る原価を受
益者負担の割合に当てはめることで理論上の適正料
金を求めることができます。

最終的な料金決定
市民生活への影響、市内の同種（類似）施設・サービ
スとの均衡、近隣自治体との比較、等を考慮するこ
ととします。

施設使用料の適正料金の決定
各施設の設置目的、管理運営についての考え方、
施設・設備の立地条件、規模、老朽度合等を総合的に
勘案し、適正料金を決定します。
施設特性等に応じ、曜日・時間別の料金設定や、市
民以外の利用者の料金設定、営利を目的とした利用
の料金設定等を行うことができることとします。
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現行の料金 原価計算による適正料金

適正料金：サービス機能に応じた
受益者負担±10％

±10％
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施設使用料



激変緩和措置と減額・免除

現行料金

1,000円未満 上限1.5倍

現行料金

1,000円～3,000円 上限1.4倍

現行料金

3,000円～10,000円 上限1.3倍

現行料金

10,000円以上 上限1.2倍

激変緩和措置（改定上限率の設定）

激変緩和措置とは
算出された理論上の適正料金と現行料金に大きな乖離がある場合、一気に
値上げを行うと市民生活への影響が大きくなります。そのため、
現行料金に応じて「改定上限率」を設定し、段階的な見直しを行います。
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基本方針P11・12

減免はあくまで政策的で例外的な措置であることを踏まえ、その適用については、真にや
むを得ないものに限定します。（受益者負担の徹底）。
減免基準については、利用者を以下のように「団体利用」と「個人利用」に区分し、利用区
分に応じて設定します。

団体利用

① 市、教育委員会が主催又は共催で使用する場合は、特定施設を除き、免除とします。

② 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用する場合は、原則として免除とします。

③ 市内の市立小中学校や市内の特別支援学校が教育目的で利用する場合は、免除とします。

④ 市、教育委員会が認める各種の団体が当該施設の利用目的に即し、公的な理由（広く一般に向
けた催しの開催等）で使用する場合は、減額とします。

⑤ 市立小中学校や市内の特別支援学校を除く市内の学校が教育目的で利用する場合は、減額と
します。 

⑥ 構成員の半数以上が障害者の団体が利用する場合は、減額とします。 

⑦ 構成員の半数以上が 18 歳以下の団体が利用する場合は、減額とします。 

01

① 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の適用を受けている者が利用する場合は、免除とします。 

② 障害者（介助者 1 名を含む）が利用する場合は、減額とします。 

個人利用02

① ０１、０２に定める減免以外に、特に必要と認める事由がある場合は、西東京市使用料等審議会に諮
り、意見を求めた上で、別途定めることができます。 

② その他、市長又は教育委員会が特に必要と認める急な事由がある場合は、真にやむを得ないもの
に限定し、その事由を明確にした上で、減免することができます。 

03 団体利用

施設使用料

現行の料金 原価計算による適正料金

改定上限
（激変緩和措置による）



【例外】原価計算における「グループ化」の仕組み

01
なぜグループ化が必要か？

施設全体の規模等により、原価計算に用いる物件費等の金額が異なるため、同種・同規模のサービス機能であっても、施設ごとに使用料に差が生じる可能性が
あります。
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01
グループ化による原価の統一（公平性の確保）

利用者の負担の公平性を確保するため、以下の例のような同程度の設備を有し、同様の用途で使用されるサービス機能については、費用算定項目を合算し、
まとめて平均的な原価計算を行います。

02

グループ化する施設分野及びサービス機能の例

・屋外スポーツ施設（グラウンド等）
・屋内スポーツ施設（体育館等）
・文化施設（会議室、多目的室等）
・小学校・中学校（会議室、体育館等）

10

施設A
（高原価）

施設B
（標準原価）

施設C
（低原価）

統一原価

基本方針P1001
S T EP

施設使用料



原価計算

サービスの提供に直接従事する職員の人件費（標準処理時間から
算出）、物件費、備品等の減価償却費を対象に原価を計算します。

事務手数料原価＝｛人件費（１分当たり）×サービス提供に要する時間｝
+｛物件費（１件当たり）+減価償却費（１件当たり）｝

一般廃棄物処理手数料原価
＝（人件費+物件費+組合分担金+減価償却費）÷年間処理量
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基本方針P14～15手数料

S T P

01
S T EP

原価に含まれる主な費用項目 費用算定方法



01
受益者負担の割合

特定の者の利益のために発生した事務にかかる経費であるため、受益者が「100％」負担となります。

［例外的な負担割合］
一般廃棄物処理手数料（指定収集廃棄物）は、市民生活に密着した基礎的なサービスであることから、例外として、受益者負担の割合を「30％」と定めています。

01

01
受益者負担割合の適正範囲

原価計算結果から算出する適正適正料金と条例で定める料金に乖離が生じる場合は、原価計算の「70％から150％まで」を適正範囲とします。

02

12

基本方針P14～15

手数料の減免については、受益者負担の原則の例外として、条例等で定めた上で行います。
（西東京市手数料条例第５条、西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第24条等） 

0 2
S T E P

受益者負担手数料02
S T EP



適正料金の決定
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基本方針P６03
S T EP

受益者負担の割合を乗じ、理論上の適正価格を算出

原価計算の実施

諸条件の考慮

現行料金との乖離あり

料金改定しない料金の改定

市民生活への影響

近隣自治体との比較

市内の同種（類似）
施設・サービスとの均衡

施設特性

現行料金との乖離なし

原価計算により算出したサービスに係る原価を受
益者負担の割合に当てはめることで理論上の適正料
金を求めることができます。

最終的な料金決定
市民生活への影響、市内の同種（類似）施設・サービ
スとの均衡、近隣自治体との比較、等を考慮するこ
ととします。
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0 3
S T E P

現行の料金 原価計算による適正料金

適正料金：サービス機能に応じた
受益者負担70％～150％

0 2
S T E P

手数料



その他
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01
見直しの終期

・使用料・手数料については原課との乖離が著しいなど特別な場合（※）を除き、原則として、４年ごとに見直し作業を行います。
・ただし、施設の管理運営に指定管理者制度を導入するなど特別な事情がある場合は、指定管理期間等を考慮し、別途定めます。
※毎年度実施する原価計算結果のモニタリング（後述）において、本方針で定める受益者負担割合の適正範囲（施設使用料±10％、

 事務手数料原価計算の70％～150％）を新たに超えた場合について、原則としてその次年度に見直しを検討します。

01

01
原価計算結果のモニタリング

・使用料・手数料が適正な範囲にあるかを確認するため、担当課は毎年度原価計算を実施し、その結果を企画政策課に報告します。

02

01
使用料審議会への諮問

・使用料・手数料の適正化の検討は、本方針に従い、担当課において遺漏のないよう個別に対応し、使用料等審議会に諮ります。ただし、使
用料等審議会条例において適用外となっている事項は除きます。
・なお、西東京市手数料条例に規定する各手数料徴収事務は、複数の課が担当していることから、企画政策課と関係各課が連携して対応し
ます。
・使用料・手数料以外の受益者負担に係る事項は本方針の内容に踏まえ、担当課において適切に対応します。
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基本方針P16
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